
少
年
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一

触
法
少
年
に
対
す
る
警
察
官
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
被
暗
示
性
や
被
誘
導
性
が
強
い
な
ど
の
少
年
期
の
特
性
に
か

ん
が
み
、
特
に
少
年
の
供
述
が
任
意
で
、
か
つ
、
正
確
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
関
係
者
に
周

知
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ら
少
年
に
配
慮
す
べ
き
事
項
等
に
つ
い
て
、
児
童
心
理
学
者
等
の
専
門
家
の
意
見
を
踏
ま

え
つ
つ
、
速
や
か
に
そ
の
準
則
を
策
定
す
る
こ
と
。

二

当
委
員
会
に
お
け
る
平
成
十
八
年
六
月
一
日
付
「
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
」
に
お
い
て

「
裁
判
員
制
度
の
実
施
を
控
え
、
刑
事
司
法
制
度
の
在
り
方
を
検
討
す
る
際
に

、

は
、
取
調
べ
状
況
の
可
視
化
、
新
た
な
捜
査
方
法
の
導
入
を
含
め
、
捜
査
又
は
公
判
の
手
続
に
関
し
更
に
講
ず
べ
き
措
置
の

有
無
及
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
こ
の
検
討
の
中
で
、
触
法
少
年
に
対
す

る
警
察
に
よ
る
質
問
状
況
の
録
音
・
録
画
の
要
否
に
つ
い
て
も
、
刑
事
司
法
手
続
及
び
少
年
審
判
手
続
全
体
と
の
関
連
の
中

で
検
討
す
る
こ
と
。

三

保
護
観
察
中
の
少
年
の
遵
守
事
項
違
反
を
理
由
と
す
る
少
年
院
送
致
等
に
つ
い
て
は
、
保
護
司
や
保
護
観
察
官
と
少
年
と

の
信
頼
関
係
を
基
礎
と
す
る
保
護
観
察
制
度
の
理
念
を
後
退
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
適
正
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。

四

低
年
齢
の
少
年
は
、
発
達
段
階
に
応
じ
た
個
別
処
遇
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
十
四
歳
未
満
の
少
年
の
少
年
院

送
致
、
特
に
、
小
学
生
の
少
年
院
送
致
に
つ
い
て
は
、
児
童
自
立
支
援
施
設
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
受
入
態
勢
に
万
全

を
期
し
、
教
育
、
情
操
面
に
お
い
て
遺
漏
な
き
を
期
す
る
こ
と
。

五

保
護
観
察
制
度
の
実
効
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
保
護
観
察
官
の
増
員
を
図
る
と
と
も
に
、
少
年
の
保
護
事
件
に
つ
い
て

適
切
な
経
験
・
能
力
を
有
す
る
保
護
司
を
確
保
し
、
育
成
す
る
た
め
の
取
組
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
。



六

少
年
非
行
の
防
止
、
抑
止
の
た
め
に
は
、
特
に
、
児
童
福
祉
的
対
応
の
体
制
強
化
が
緊
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
児

童
相
談
所
に
お
け
る
児
童
福
祉
司
等
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
の
増
員
や
専
門
性
の
強
化
、
少
年
非
行
対
策
班
の
設
置
な
ど
必
要
な

人
的
体
制
の
整
備
・
拡
充
を
進
め
る
と
と
も
に
、
一
時
保
護
所
の
設
備
の
改
善
・
充
実
を
図
る
こ
と
。

七

触
法
少
年
の
中
に
は
、
虐
待
を
受
け
た
り
、
発
達
障
害
を
有
す
る
な
ど
医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
児
童
が
少
な
く
な
い
こ
と

に
か
ん
が
み
、
児
童
自
立
支
援
施
設
に
お
い
て
児
童
が
児
童
精
神
科
医
等
の
専
門
家
に
よ
る
十
分
な
医
療
的
措
置
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
、
人
的
・
物
的
体
制
の
整
備
・
拡
充
を
図
る
こ
と
。

八

少
年
の
非
行
は
、
家
庭
、
学
校
、
地
域
社
会
等
の
問
題
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
生
じ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
少
年
非
行

の
防
止
や
非
行
少
年
の
更
生
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
処
遇
を
担
う
機
関
だ
け
で
は
な
く
、
関
係
諸
機
関
、
団
体
等
が
有
機
的

に
連
携
し
、
地
域
社
会
と
協
働
し
た
総
合
的
な
取
組
強
化
を
推
進
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


